
- 103 - 

令和５年３月三種町議会定例会会議録 

 令和５年３月１７日三種町議会を三種町議会議場に招集した。 

 

一、出席した議員は、次のとおりである。 

     １番  畠 山 勝 巳    ２番  三 浦   敦 

     ３番  高 橋   満    ４番  平 賀   真 

     ５番  成 田 光 一    ６番  遠 藤 勝 昭 

     ７番  児 玉 儀 広    ８番  森 山 大 輔 

     ９番  伊 藤 千 作   １０番  清 水 欣 也 

    １１番  荒 谷 要 伸   １２番  三 村   眞 

    １３番  小 澤 高 道   １４番  堺 谷 直 樹 

    １５番  加 藤 彦次郎 

 

一、欠席した議員は、次のとおりである。 

    なし 

 

一、遅参した議員は、次のとおりである。 

    なし 

 

一、早退した議員は、次のとおりである。 

    なし 

 

一、地方自治法第１２１条の規定により、説明員として出席を求めた者並びに委任を受

け出席した者は、次のとおりである。 

 

町 長  田 川 政 幸  副 町 長  檜 森 定 勝 

総 務 課 長  石 井 靖 紀  企 画 政 策 課 長  工 藤 一 嗣 

税 務 課 長  嶋 田 修 一  町 民 生 活 課 長  荒 川 浩 幸 

福 祉 課 長  清 水  真  健 康 推 進 課 長  小 松  仁 

農 林 課 長  工 藤 伸 也  商工観光交流課長  清 水 秀 文 

建 設 課 長  進 藤  敦  上 下 水 道 課 長  近 藤 光 明 

琴 丘 支 所 長  渡 邉 裕 子  山 本 支 所 長  皆 川 和 華 子 

会 計 課 長  平 澤 仁 美  教 育 長  藤 田 良 博 

教 育 次 長  牧 野 誠 一  農業委員会事務局長  見 上  貢 

 

一、本会議の書記及び職務のため出席した職員は、次のとおりである。 

議 会 事 務 局 長  後 藤 芳 英  議 会 事 務 局 主 査  池 内 和 人 

議 会 事 務 局 主 任  齊 藤 亜 美     
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一、本日の会議に付した事件 

 第 １ 一般質問 

 第 ２ 議案第 ２号 令和４年度三種町一般会計予算の補正について 

 第 ３ 議案第 ３号 令和４年度三種町国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正

について 

 第 ４ 議案第 ４号 令和４年度三種町介護保険事業勘定特別会計予算の補正につ

いて 

 第 ５ 議案第 ５号 令和４年度三種町介護サービス事業勘定特別会計予算の補正

について 

 第 ６ 議案第 ６号 令和４年度三種町温泉事業特別会計予算の補正について 

 第 ７ 議案第 ７号 令和４年度三種町水道事業会計予算の補正について 

 第 ８ 議案第 ８号 令和４年度三種町下水道事業会計予算の補正について 

 第 ９ 議案第 ９号 三種町個人情報保護法施行条例の制定について 

 第１０ 議案第１０号 三種町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正につい

て 

 第１１ 議案第１１号 三種町手数料徴収条例の一部改正について 

 第１２ 議案第１２号 三種町国民健康保険条例の一部改正について 

 第１３ 議案第１３号 三種町火葬場条例の一部改正について 

 第１４ 議案第１４号 三種町道路占用料徴収条例の一部改正について 

 第１５ 議案第１５号 三種町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の

一部改正について 

 第１６ 議案第１６号 三種町国民健康保険高齢者保健福祉支援センターの設置及び

管理運営に関する条例の一部改正について 

 第１７ 議案第１７号 三種町生活改善センター設置条例の一部改正について 

 第１８ 議案第１８号 三種町空き家等の適正管理に関する条例の一部改正について 

 第１９ 議案第１９号 三種町子ども・子育て会議条例の一部改正について 

 第２０ 議案第２０号 三種町保育の必要性の認定基準に関する条例の一部改正につ

いて 

 第２１ 議案第２１号 三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正について 

 第２２ 議案第２２号 三種町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

 第２３ 議案第２３号 三種町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について 

 第２４ 議案第２４号 令和５年度三種町温泉事業特別会計への繰入について 

 第２５ 議案第２５号 令和５年度三種町一般会計予算について 

 第２６ 議案第２６号 令和５年度三種町国民健康保険事業勘定特別会計予算につい

て 

 第２７ 議案第２７号 令和５年度三種町後期高齢者医療特別会計予算について 

 第２８ 議案第２８号 令和５年度三種町介護保険事業勘定特別会計予算について 
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 第２９ 議案第２９号 令和５年度三種町介護サービス事業勘定特別会計予算につい

て 

 第３０ 議案第３０号 令和５年度三種町温泉事業特別会計予算について 

 第３１ 議案第３１号 令和５年度三種町水道事業会計予算について 

 第３２ 議案第３２号 令和５年度三種町下水道事業会計予算について 

 第３３ 陳情第 １号 「最低賃金の改善を求める意見書」の採択を求める陳情書 

 第３４ 陳情第 ２号 最低賃金の改善にあたり、「中小企業・零細企業支援の拡充

を求める意見書」の採択を求める陳情書 

 第３５ 陳情第 ３号 消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的改正

を求める陳情書 

 第３６ 発委第 １号 最低賃金の改善にあたり中小企業・零細企業支援の拡充を求

める意見書について 

 第３７ 発委第 ２号 「特定商取引法平成２８年改正における５年後見直しに基づ

く同法の抜本的改正」を求める意見書について 

 第３８ 発委第 ３号 三種町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について 

 第３９ 議員派遣の件 

 第４０ 閉会中の継続調査の件 

 

議長 加藤彦次郎は、令和５年３月１７日、出席議員が定足数に達したので、本会議を

開会する旨宣告した。（午前１０時００分 開会） 

 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１５人であり、定足数に達しています。 

 本日の会議を開きます。 

 日程第１．一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 初めに、１１番、荒谷要伸議員の発言を許します。１１番、荒谷議員。 

１１番 （ 荒谷要伸 ） 

 皆さん、おはようございます。 

 それでは、私から、農業生産基盤についてという題目で質問させていただ

きます。 

 最近の天候不順により、想定外の災害が各地で報告されている。昨年は本

町で三種川が氾濫し、農地や建物に甚大な被害がありました。中山間地帯で

の水田の耕作は、従来地域住民により保持され、国土保全機能の役割を果た

してきましたが、しかし、耕作放棄地の増加で農地の降水貯蓄が低下し、洪

水調整機能や土砂崩壊防止機能などが失われたことで、これまで以上に災害

の発生が懸念されている。三種町は中山間地帯も多く、早急な対策が必要で

あると私は考えております。 

 それで、現在、三種町では水田面積が５，０５０ヘクタールで水稲作付面
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積が３，６２１ヘクタールと認識しておりますが、残りは、主として大豆な

どが作付され、転作をされているのが現状でございます。最近では、連作障

害や水害により不作と聞いておりますが、また、担い手不足や資材、燃料の

高騰などで、厳しい経営状態であるとも伺っております。 

 ところで、次の質問をいたしますけれども、農林水産省が打ち出した水田

活用の直接支払交付金の厳格化により、今後４年間、一度も水稲作付しない

と１０アール当たり３万５，０００円が２０２７年度からは交付されないこ

とになりました。三種町では大豆をはじめとした転作作物に積極的に取り組

んでいるが、交付金がなければ作り続けるのが難しいことや、一度水を張っ

た農地を畑に戻す作業を繰り返すことは現実的ではないことから、預かった

農地を返却せざる得なくなると予想されます。これにより、耕作放棄地が急

激に増加する可能性があり、今後も国の政策は期待できない状況だが、早急

に検討し実行する必要がある。これらの問題をどう問うのか。 

 次に、三種町みらい創造プランでは、住み続けたいまちの創造を掲げてい

るが、農家の高齢化が進み、担い手不足が深刻な問題となっているのが現状

でございます。地域差はあるが、現在は団塊の世代が中心となって耕作をし

ている状態です。今後は加速度的に後継者不足になる日が目の前まで来てい

る。耕作放棄地が年々増加し、やがて荒廃農地となり、生まれ育った土地が

農業生産のみならず地域コミュニティーの維持が困難になります。世帯数の

減少から限界集落へ、そして生活すらままならない状態になると考えられま

す。このことについてどう思いますか。 

 当町でもこれからの問題を共有し、一刻も早く対策を講じなければ手遅れ

になります。そこで、私はあらゆる角度から検討し、水田圃場整備事業が最

も適していると考えております。本町の考えと方向性を伺います。 

 壇上での質問は以上でございます。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 １１番の壇上での質問が終わりました。 

 当局の答弁を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 おはようございます。 

 それでは、１１番、荒谷要伸議員のご質問にお答えいたします。 

 水田活用直接支払交付金の見直しに伴う様々な影響に関しましては、高 

橋議員のご質問でもお答えしたとおり、制度改正発表を受けて開催した生産

者との意見交換会で出された意見を集約し、町のこれまでの取組内容を加味

した上で、県の再生協議会担当者会議等を通じて、本町の要望等を伝えたと

ころでありますが、望ましい回答を得られていないのが現状であります。こ

の状況に対し、現時点で可能と考えられる対応につきましては、畑地化促進

事業が得策となる場合には、所有者との話合いを進めてまいりますし、増大

が懸念される遊休農地につきましては、農業委員会、農地中間管理機構をは

じめ関係機関連携の上、対応策を講じていく必要があると考えております。 
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 次に、農業人口の確保につきましては、現時点において担い手の減少に対

する有効な手立てを見いだせてはおりませんが、人・農地プランの法定化計

画を策定し、地域での話合いを通じて面的集約をすることで作業の効率化を

進め、高性能機械等の導入により労力の負担軽減を図ることによって、経営

規模の拡大につなげてまいりたいと考えております。 

 また、現在、認定農業者の皆様に対し、農業経営に関するアンケート調査

を実施しており、提出された様々な貴重なご意見を、今後の後継者不足を含

めた担い手農家支援等に活用してまいりたいと考えております。 

 次に、水田の基盤整備につきましては、農家の営農計画に基づき、様々な

施策を進めるに当たり、作業の効率化などを求める圃場整備への機運が高ま

れば、事業実施に向け、関係機関との協力を下に、事業推進を図ってまいる

所存でございます。 

 以上でございます。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 当局の答弁が終わりました。 

 １１番の再質問を許します。１１番。 

１１番 （ 荒谷要伸 ） 

 今ご返答いただきましたけれども、私の場合、今回のこの問題についてで

すけれども、畑作の場合は、特に大豆、これは交付金なしでは経営が成り立

たない。そしてまた、ブロックローテーションを構築してもどうしても６年

以上はかかりそうだということが言われております。災害復旧や基盤整備な

どの事業が行われた農地は一定の条件を満たせば、実は５年間水張りをしな

くても交付対象となる規定が設けられているそうですけれども、これに対し

て今回の三種町の三種川の氾濫、今整備すると思いますけれども、これは該

当になるんですか。伺います。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 農林課長。 

農林課長 （ 工藤伸也 ） 

 お答えをいたします。 

 ５年間の水張りをしなくても交付対象になるという要件は、たしか災害が

起きる前の部分、要するに災害が起きてからの部分には該当しないという認

識でおります。もし間違っていれば訂正させていただきますが、私の今の認

識はそういうふうに考えております。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 １１番。 

１１番 （ 荒谷要伸 ） 

 それで、ここら辺物すごく重要でして、今地権者、農家の人方、すごく悩

んでいると思います。これは実は、できれば繰越しということで、どのくら

い繰越しになるか分かりますけれども、ワンローテーション４年、それでま

た１年延びると。次の時期の４年また延びるかもしれないし、この辺すごく
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営農的に、計画に大切な要素を含めておりますので、早急に調べて返答よろ

しくお願いいたします。 

 産地交付金として、新しい産地交付金が２つ新設されました。実は、この

要件の中で、この中の２つというのは、土づくりを主体とした有機栽培、高

収益作物の転換を計画するか。もう一つが、新市場開拓用米、開拓用米とは

加工用米、それから米粉用米の作付であります。私はあまりこれは現実では

ないですけれども、これもやらなければ実は大変ではないのかなと思います

けれども、これはどのように計画と考えておりますでしょうか。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 農林課長。 

農林課長 （ 工藤伸也 ） 

 申し訳ありません。その件に関してちょっと今知識がないので、後で答弁

させていただければと思います。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 １１番。 

１１番 （ 荒谷要伸 ） 

 実は、米粉用米とか加工用米、これも実は補助金が少し減額されているん

ですね、見てみれば。すると、やはり営農計画に支障を来すということで、

これもまた早く国のほうから示してもらいたい。早く農家の人に伝えるとい

う、これも物すごく大切だと思いますけれども、そのほかにもっと私が思う

のは、この地域の中で、どのような営農計画が、基本的にここ単発の話です

よね、これって。将来的にどのような計画を持って町主導で農家を救済して

いくか、指導していくか、ここら辺が物すごく要になると思います。やっぱ

りこれが後継者、担い手の人が安心して作れる、栽培できる、農家を維持で

きる、規模拡大できる。いろんな要素を含めていると思いますので、そこら

辺の捉え方として、町長を含めまして、この今の現実、目の当たりの問題ば

かりでなくて、どのようにお考えなのか、よろしくお願いいたします。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 農林課長。 

農林課長 （ 工藤伸也 ） 

 お答えをいたします。 

 この件に関しましては、きのう高橋議員のほうにもお答えしたとおり、再

生協の幹事会等を通じて町としてどういう手立てをすればいいのかを検討し

てまいりたいというお答えをしたところだと思います。それが該当するのだ

と思って今答弁をしておりますが、不足であればまた、いずれ町として何か

をするという検討を重ねなければならないという認識です。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 １１番。 

１１番 （ 荒谷要伸 ） 

 分かりました。 
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 次の質問ですけれども、２番目、三種町みらい創造プランの「住み続けた

いまちの創造」で、ここ私すごく大事だと思います。三種町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略、そしてまた国土強靭化地域計画、これは国から策定を求

められる事業だと思います。これは令和３年３月に策定されておりますけれ

ども、２年前。この３０ページ、みらい創造プランの中の３０ページの中

で、すごく私は今回の質問の中で集約された問題が全部入っていると思いま

す。これの達成率というか、２年間でどのくらい進歩率、大まかでいいです

よ、細かいのは要らない。大体肌でどのくらい、この町はどのくらい前に進

んだのかなというのをぜひお聞かせいただきたい。お願いいたします。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 答弁整理のため、暫時休憩します。 

  

     午前１０時１４分  休 憩 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

      午前１０時１７分  再 開 

 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 当局の答弁を求めます。企画政策課長。 

企画政策

課長 

（ 工藤一嗣 ） 

 みらい創造プランのＫＰＩの評価指数の進捗状況についてお答えいたしま

す。 

 全員協議会の場で令和３年度の評価結果を報告してございますが、その中

で、今議員ご指摘の農林水産業の振興に関するＫＰＩは、５年後の農業法人

数、５年後の担い手確保、育成者数の累計をＫＰＩの目標値としておりま

す。ですから、５年後という表記がついていたために、現在評価はしてござ

いません。 

 ただし、審査会の中で、各年度の目標値をしっかり定めて各年度の目標値

を評価するべきというご意見がございますので、令和４年度の評価について

は、各年度目標をしっかりと定めてＫＰＩの評価をしてまいる予定としてご

ざいますので、ご理解をお願いいたします。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 １１番。 

１１番 （ 荒谷要伸 ） 

 大まかでよかったんですよ、肌で感じた。実はね。数値とか、そういうの

は実は要らなかったということなんだけれども、衰退しているよりは、多

分、スマート農業とか、それは各自補助金なくとも皆さんやっております。

そしてまた雇用に関しても、規模的に皆さん大きくなってきておりますの

で、行政の力をかりながら、少しずつそれが前に進んでいるものだと私は感

じておりますけれども、これを一層もっと強くするためには、やはり今回ア
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ンケートを取ってくれました。スマート農業に関してということで、すごく

私はうれしかったですけれども、結果は、私もすごく楽しみにしておりま

す。それに向けて前に進んでいくのだろうなというふうに思っておりますの

で、ぜひ頑張ってください。 

 そこで、私の中でも素朴な疑問が実はあるんですよ。農家戸数なんですけ

れども、平成２年度で、たしか、私見ることができなくて、その当時、農家

戸数が３，３３１戸。平成２２年では１，６６１戸と、２０年で約半分まで

減少しております。これは、家族構成とか、それから歳を取ってしまったと

か、そして一番大切なのは、１軒でやれる耕作面積が農業機械の進歩によっ

て物すごく大きくなりました。これがそもそもの原因だと思いますけれど

も、この中で、それでもまだ耕作放置がふえている。やっぱりこれは中山間

地の中でも山沿いの沢といいますか、そういうところがやはり置いていかれ

る。たしか私、国の政策で、基盤整備事業が始まったのがたしか昭和３８年

頃、農機具の推奨によって、耕運機、それから小さい田植え機、これが一時

的に日本に出回った頃です。この頃、やはり機械に対応した土地がなければ

ならないということで、国が第１回目の区画整理事業を始めた。その当時は

２反歩、３反歩、これが常識でした。それが少数農家ということで始まった

んですけれども、現在それから約６０年たちますね。６０年。６０年もたつ

とやっぱり時代も大きく変わって、やはり時代の流れにのっとった事業では

ないということで、小さい田んぼは置いていかれているというのが現状だと

思います。 

 そのことに対して、私は今どのくらいの耕作放棄地があるのか。それから

荒廃農地。荒廃農地というのは、やはり木がおがったりとか用水路で水が来

ないとか、そういう場所ですね。これがどのくらいあるのか。データありま

したらちょっと聞かせてください。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 農業委員会事務局長。 

農業委員

会事務局

長 

（ 見上 貢 ） 

 お答えいたします。 

 農業委員会のほうでは遊休農地ということで把握しておりまして、最新の

遊休農地の面積が２２．７ヘクタールとなっております。 

 以上です。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 １１番。 

１１番 （ 荒谷要伸 ） 

 荒廃農地はやはり遊休農地の中に含まれているんですか。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 農業委員会事務局長。 

農業委員

会事務局

（ 見上 貢 ） 

 お答えいたします。 
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長  荒廃農地のほうは遊休農地には含まれておりません。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 １１番。 

１１番 （ 荒谷要伸 ） 

 そうすると、これはデータがないということで認識してよろしいでしょう

か。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 農業委員会事務局長。 

農業委員

会事務局

長 

（ 見上 貢 ） 

 お答えいたします。 

 そのようにお願いいたします。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 もう１回データがないと答えてください。 

農業委員

会事務局

長 

（ 見上 貢 ） 

 現在把握しているデータはございません。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 １１番。 

１１番 （ 荒谷要伸 ） 

 分かりました。 

 荒廃農地ってすごく私の中でも遊休農地以上にもう諦めてしまった土地と

いうふうにみなされているという状態が、今把握していないという、あらわ

れているのかなあと思いますけれども、これやっぱり自分の生まれた地域、

ふるさと、これを考えたときに、すごく、そこの土地を持っていた人、そこ

の地域の人、そこで遊んだ思い出がある人とか、そこで活動した人に対して

はすごく無念というか、寂しい思いをすると思います。そういうところの

データがないということは、何かすごく残念な思いがするんですけれども、

ぜひそこら辺もちゃんと把握して、実情はこうなんだよというところを認識

するためのデータ、これは必要ではないかと思いますけれども、どう思いま

すか。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 農業委員会事務局長。 

農業委員

会事務局

長 

（ 見上 貢 ） 

 現在は遊休農地ということで把握し、確認に当たっているようですが、荒

廃農地、過去のことに関しましても調べるようにしておきます。 

 以上です。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 １１番。 

１１番 （ 荒谷要伸 ） 

 分かりました。お願いいたします。 
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 それで、今、時代が流れてきて、先ほど言ったように、機械の進歩、それ

から移動手段の効率化、それによって地域を越えた耕作が今なされておりま

す。この中で、専業農家が増えてきているような気がしますけれども、専業

農家の中でも、自分の土地、代々の土地を守ってやっている人、それから広

範囲に人の土地を借りて、地域の担い手となって頑張っている人、地域の枠

を越えて。この人方のデータといいますか、なかなかこれ難しい質問だと思

いますけれども、実は、ここの広範囲に耕作している人、この人方がこれか

ら農家、三種町の農地を守っていく人だと私は思っていますけれども、ここ

ら辺の重要性という観点から、私はその人方のために何かをしてあげなけれ

ばいけないんだろうと、行政として。この中で考えていきますと、やはり、

人と人との結びつきですよね、ここは。やっぱり地域の人方、同じ専業農家

で頑張っている人方の結びつき、これをどのようにあっせんして、そしてや

る気を起こして、それで行政とのパイプをどうやってもっていくか。こうい

うふうな、前進な、建設的が考え方、これをもって今行政のほうが動いてい

るんだろうとは思いますけれども、そこら辺の考え方はどんなものですか。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 農林課長。 

農林課長 （ 工藤伸也 ） 

 お答えをいたします。 

 的確な回答になるかどうかちょっと分かりませんけれども、町長答弁に

あった人・農地プランの法定化が、私的には今の議員のご質問に答えている

部分かなと感じています。要するに、人・農地プランというのは、集落を越

えた部分もありますが、いろんな方々との話合いの下に農地の集約をして、

この地域をどう守っていくかというふうな話合いをする場所でありますの

で、その中で、専業農家の方に地域の方がお願いするということで、地域の

連携等が深まっていくというふうに考えての政策と認識しております。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 １１番。 

１１番 （ 荒谷要伸 ） 

 ありがとうございます。そのように頑張ってください。 

 私、もう一つちょっとした素朴な疑問があるんですけれども、限界集落と

言われるところが私の中にはちょこちょこっと見えるんですよ。戸数が減っ

て何軒もない地区。これもやっぱり農地に関わってきて、地域の中で、親戚

付き合いというか、そこの地域の人方と協働しながらあそこを守ってきたん

ですけれども、限界集落の定義といいますか、これはどう、町としてはある

んでしょうか。そしてまた限界集落の軒数というか、把握しているんでしょ

うか。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 １１番議員、限界集落にある農地の件に関してはいいんですけれども、限

界集落の定義とか、何戸あるとかっていうのは通告外でありますので、この
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質問は受け付けられません。 

 １１番。 

１１番 （ 荒谷要伸 ） 

 今の質問はなしにしてください。 

 すみません、１１番、また質問します。 

 私、そういうことをなぜ聞くかというと、基幹産業である農業、三種町の

中でも基幹産業だと言われています。ずっとずっと。この中で、農業が衰退

するとコミュニティーが崩れてバランスが壊れる、やがて限界集落になる、

こういうふうな流れが絶対出てくると思いますけれども、これ非常に大切だ

と思います。こういう農地を守る上で、国土を守る上で。バランスを維持す

るために、三種町創造プランが策定されているんだろうと思います、このバ

ランスを保つために。しっかり取り組んでほしいんですけれども、どのよう

に行動しているのか。大まかでいいんですよ、大まかで。よろしくお願いし

ます。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 農林課長。 

農林課長 （ 工藤伸也 ） 

 お答えをいたしますが、基本的には、先ほどお答えさせていただいた人・

農地プランという考え方で進めていくしか今のところは手立てがないという

感覚で、農林的には考えておりますが、これは私が言っていいのか分かりま

せんけれども、人口減が一番の問題ですから、全てを含めて、農林だけでな

い問題ですから、その辺は町全体としてそういうことも含めた検討をする、

もう時期的には遅いという考え方もあるかもしれませんけれども、できるこ

とをやっていく必要があると考えます。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 １１番。 

１１番 （ 荒谷要伸 ） 

 分かりました。 

 次の３番の質問に入りたいと思います。 

 実はこれらの問題、これどうしたらいいかと、ここがやっぱり最後に着地

点だと思いますけれども、いい方向に向かわせる、改善できるなんですけれ

ども、やっぱりコミュニティーの力を最大限使わなければ地域は成り立たな

い。これはごもっともだと思いますけれども、昔はといっても、最近まで実

はこのコミュニティーが保たれて、維持されてきていたんですよ、つい最近

まで。やっぱり時代の変化で、仕方なく維持できなくなって荒廃になってい

く、衰退していくというのが今現状です。 

 それで、現在、農機具、それから作業能率、移動手段、これが想像以上に

格段と向上している。移動トレーラーとか、それからトラクターの大型化で

３０キロは出る。それで区域を越えた作業ができているようになってきてい

る。これが物すごく力になっていて、遊休農地の解消になっている。これ
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を、農地中央管理機構も役割は物すごく大きいんですけれども、今までのコ

ンパクトなコミュニティー、実はここからもう一つと、もう二つと大きなコ

ミュニティーに創造してつくり上げていく必要があるのではないかなと思い

ますけれども、これは必要だと思います。 

 そこの中で、水田整備がやっぱり補助整備事業、これはやっぱり条件とし

て必ず出てくると思います。これはぜひ答弁していただきたいと思いますけ

れども。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 農林課長。 

農林課長 （ 工藤伸也 ） 

 お答えをいたします。 

 水田の整備率は、新聞報道等で、能代山本管内が低いということは報道さ

れているとおりだと認識しております。議員がおっしゃったとおり、昭和３

０年代から始めて２反歩、３反歩の整備はそれなりに進めてはきました。た

だ、情勢が大型化につながっていますので、いろいろ整備率を高めなければ

ならないということは重々承知をしておりますが、町長答弁にもありますと

おり、農家の方々がやりたいという話がまとまらないことには我々も後押し

をすることができないというのがまず第一義であります。 

 その他、いろいろ、土地改良区がなければならないとか、いろんな要件が

あって進まない部分があると思いますので、これから整備の方法も変わって

きておりますので、いろんな条件をクリアできるように頑張っていきたいと

考えております。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 １１番。 

１１番 （ 荒谷要伸 ） 

 今の答弁はこれは現状ですよね。今はこのように動いて、やりたいけれど

もなかなかできない、地域の声が上がらないと動くことができない、これが

現状認識しております。そこでどうするかですよね、これ。これをどうやっ

て解決して前に持っていくか。ここが物すごく大切だと思いますけれども、

これはやっぱり待っているのではなくてこっちから攻めていく。三種町はや

らなければならないんだよと。これをどうやって機運を高めるか。これが

我々行政の仕事だと思いますけれども、これに対してじゃあどうしたらいい

んだろうということで私なりに実は考えています。やっぱりこれ、自発的な

取組ですよね。人間として、職員として、自発的にやらなければいけない。 

 実は、青森県で、一職員が、自分の生まれた土地が荒廃してくの見かね

て、１人で頑張って、それに賛同した職員がそれを立ち上げて、生まれた故

郷、ふるさとの土地を区画整理したという実例があります。やればできるん

ですよね。やっぱり事業やるときはやっぱり誰かが率先してやらなければで

きない。これは待っていても、それから毎日の業務をやっていても前には進

まない。やはり１歩進むためにはやらなければいけない、やるときはやらな
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ければいけない、ここがなければ絶対前に進まないんですよ、待っていて

も。言わば、ここの中でじゃあどうしたらいいかと思いますけれども、やっ

ぱり町民への必要性、アピール、やらなければいけないんだというムードづ

くり、これがやっぱり大切。何を事業化するときでもやっぱりムードを上げ

て、じゃあみんなで頑張ろうと。やっぱり一番最初に出てくるんだと思いま

す。 

 ここで、庁内に総合的に調整できる組織づくり、これは垣根を越えてもい

いですよ、課を越えても。実は。なぜかというと、自発的に参加してもらっ

て、郷土愛、危機感、郷土愛と危機感とやらねばならないんだよというふう

な思い、これがなければ絶対前に前進することができないですよ。そのため

にみんなで腹をくくる。私いつも事業するときに、やらなければいけないよ

なあと、思い切ってやらなければいけない、腹をくくる。また腹くくったな

と自分で自問自答してやっているんですけれども、やっぱり信念が必要で

す、ここは。町長も土地改良に力を入れるというふうな明言をいただいたと

きもありますけれども、町長自らやっぱり腹くくって主導していただきた

い。これはやっぱり絶対条件だと思いますので、ぜひ頑張ってもらいたいな

と思っております。 

 私の質問は以上です。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 答弁が保留されている部分がありますので、今答弁します。農林課長。 

農林課長 （ 工藤伸也 ） 

 先ほど荒谷議員からご質問がありました米粉用米とか高収益のための土づ

くりの関係でございますけれども、これは国の交付要件という理解をしてお

りまして、必ずしも三種町にフィットするものではないということをご理解

いただければと思います。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 再質問ありますか。荒谷議員、今の答弁に対する再質問はありますか。 

１１番 （ 荒谷要伸 ） 

 ありません。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 １１番。 

１１番 （ 荒谷要伸 ） 

 以上で質問を終わります。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 １１番、荒谷要伸議員の一般質問を終わります。 

 次に、９番、伊藤千作議員の発言を許します。９番、伊藤議員。 

９番 （ 伊藤千作 ） 

 それでは、一般質問を行います。 

 最初に、透析患者通院バス年末年始運行休止の措置改善についてでありま

す。 
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 現在、腎臓病透析患者は、通院のために社会福祉協議会の外出支援事業を

利用していて大変助かっているようであります。透析通院バスを利用してい

る町民を、年末年始、職員の休暇取得を理由に日常の運行を休止したことに

より、このたび、利用者の透析患者（最大１８名）は通院手段に大変困惑し

た事実があります。透析患者は、医師の指定した日に透析治療を受けないと

大変危険と言われております。職員の年末年始の休暇も大事ですが、どちら

が急務なのかの優先順位で考えてもらえば分かるとおり、町民の生命を守る

ことを最優先しなければならないと思います。改善要望をした町民に、担当

者は、社会福祉協も公務員である町職員と同様、休日が規定されていると説

明をされているようであります。 

 経緯と理由については、まず、今回の経緯としては、１２月３１日土曜日

及び１月２日月曜日がこれに該当したものですが、この透析患者に対する運

行休止の通知は、透析日が火、木、土の患者は１２月２９日木曜日、また、

透析日が月、水、金の患者には３０日金曜日、運行休止の直前に年末年始の

連絡を受けたものであります。この運休に対する代替策の指示もないままで

したので、通院手段の確保に戸惑った人が大勢いたことも事実であります。 

 ただ、今回の件は、運行休止の連絡が早ければ問題なしということでもな

いのです。事情勘案の上、特例措置を設けるなどして、通常どおりにしても

らえないかということであります。 

 まず、透析患者の特殊性として、医師の指定した透析日には必ず通院しな

ければならないとする健康上の必須条件があることであります。 

 参考までですが、二ツ井地区の例として、年末年始も社会福祉協議会のバ

スは運行しているということであります。 

 それから、三種町の通院バス事業は大変評判がよいので、年末年始も通常

どおり運行を実現してもらいたいと思います。 

 透析通院自力困難世帯については典型例を報告します。 

 読み上げます。 

 この例は、仮名としてＡ子さん、７０歳。そして娘さん、３３歳でありま

すけれども、この家庭は生活保護家庭で、住所は上岩川地区であります。そ

して１０年前に首都圏から当時空き家となっている実家に帰り、現在、親子

２人家族。夫は早く亡くなり、両親、兄も早くに病気のため死亡。さらに、

近所には身内、親戚も全くいないものであります。現在親子２人とも透析治

療中、かつ２人とも糖尿病に罹患しているものであります。母親は、糖尿病

を原因とする人工透析のほか、心臓病で倒れ、２年前に救急車で秋田中通病

院にて手術、現在は娘と２人で透析のため通院中であります。娘さんは車椅

子のため、家から車に乗るための道路玄関先の雪かきも困難に陥っている状

況であります。その都度、車椅子の移動などで、社会福祉協議会の運転手さ

んから雪かきなどを手伝ってもらって、車に乗せて通院している状況であり

ます。 

 娘さんの場合ですが、糖尿病からの透析治療ですが、眼球を片方、昨年摘
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出したほか、片足は、昨年切断しております。したがって、車椅子通院が必

至条件となっているものであります。母親は、能代市のＪＣＨＯ病院、もと

の民生病院であります。そして、娘さんは厚生医療センターと、別々の病院

に現在透析通院しているものであります。できれば同一病院で治療できれば

よいのですが、透析以外の病名によってそれができなく、親子でも同じ病院

には通院できないとのことであります。透析だけではないので、親子とも時

には別々に入院、退院を繰り返しながら、透析通院となっております。 

 聞くところによると、娘さんの場合、現在の厚生医療センターでは適切な

治療はできないため、担当医から、山形かあるいは東京の病院を紹介すると

の話も出ているとのことであります。このことで、母親は相当悩んでおりま

した。精神的にうつ状態になってもおかしくない親子を、年末年始休暇の代

替策を指示しないまま、社会協議会の運行を一切休みにしてしまったことは

大変残念極まりないものと考えます。町民の生命と財産を守るべき行政が、

この状態を今後も継続することはいかがなものかと思います。 

 ある運転手は、年末年始３日間の運行は、運転手７名中、通常、土、祭日

運行のとおり、３名から出動してもらうのは難しくないと思うと言及してお

りました。 

 それから、このたび年末年始休暇の対応として、娘さんの事情から、八森

から車椅子付のタクシーを頼み、母親もこれに便乗させてもらい急場をしの

いだとのことであります。料金は、病院から県の福祉事務所に社会福祉協議

会通院バス運行休止の事情等を打ち明け、お願いして支払ってもらったとの

ことでありました。また、車椅子付タクシーの空きがなかったら大変な事態

が想定されたものと思われます。 

 仮に、前述したとおり、娘さんが他県の病院に転院しなければならないと

した場合、母親が１人残った場合でも、自力での通院には全く無理であり、

通院バスの運行に頼るしかすべがありません。それから、生活保護家庭の事

情もあり、タクシー料金捻出のすべもありません。 

 以上の事情がありますので、何とぞよろしくお願いしたいと思います。 

 そして、三種町外出支援サービス実施要綱の第６条の中の第３条第４項の

規定については、再質問で取り上げます。 

 続きまして、子育て支援策をアピールし、少子化対策をという項目につい

てであります。 

 昨年１２月１０日付地元新聞（北羽新聞）のコラム欄に、秋田県内の住み

続けたい街ランキングは、３位は美郷町、２位は秋田市、なんと１位は三種

町でありました。その理由としては、自然が豊かでゆったりしている、ある

いは高校生まで医療費が無料などの声が居住者から寄せられておりました。

定住促進へのさらなる施策の展開が求められます。 

 三種町の子育て支援策の手厚さは、これまでも率先して行ってまいりまし

た。高校生までの医療費の無料化は、今日、北羽新聞に、能代市が高校生ま

で医療費無料化する、踏み出したという記事が出ておりました。今では高校
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生の医療費の無料化は全県で、あと１つ、２つの行政区を残すのみとなっ

て、ほとんどが無料化に踏み出しております。三種町はその先陣を切って実

施してきております。第２子以降の保育料は無料。あるいは３歳から５歳の

副食費や延長保育も無料。給食費は第１子、第２子は半額、第３子以降は無

料にしております。そして、新１年生へはランドセルのプレゼントも行って

おります。子育て交流施設「みっしゅ」も大変人気を集めており、昨年１２

月には来館者が１万人を突破しております。子育て支援策をもっと内外へア

ピールして、少子化対策につなげればいいと思います。そして、支援策のさ

らなる充実も考えていったらどうでしょうか。 

 例えば、給食費無料化も昨年１２月段階で全国で２５４自治体に広がりを

見せております。町長の公約であるならば、統合中学校開校時に導入を検討

するのではなく、一日も早く無償化に踏み出すべきではありませんか。 

 また、高校生の通学費補助や、全国で子育て支援で有名な兵庫県明石市

は、国の制度で中学校までの支給となっている児童手当を２０２３年度から

１８歳まで独自に拡充する方針を明らかにしました。子供１人月５，０００

円で所得制限はなく、予算案は４億９，０００万円を盛り込んでおります。

対象者は約８，１００人。「コロナ禍や物価高を通じて、高校生世代への支

援の薄さを感じている。本来は国がやるべきことだが、まずは明石市で先行

したい」と取材に対して市長は述べております。 

 日本大学の末冨教授（教育行政学）は、「１８歳までは未成年にもかかわ

らず、高校生世代の社会保障制度が日本にはほとんどない。国の制度の確立

のためにも、地方での先駆けとなる実践は必要である」と話しております。 

 子育て支援策をもっと充実していくべきだと思いますが、町長の見解を伺

います。 

 以上で壇上での質問とします。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ９番の壇上での質問が終わりました。 

 当局の答弁を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 それでは、９番、伊藤千作議員のご質問にお答えいたします。 

 初めに、外出支援サービスの年末年始の運行についてでございますが、町

では、在宅で寝たきりなど、歩行困難なため一般交通機関を利用することが

できない６５歳以上の高齢者等に対し、リフト付ワゴン車等を利用して、外

出支援サービスを提供しております。このサービスの実施日時は、原則とし

て、祝日及び年末年始を除く月曜日から土曜日までの午前８時３０分から午

後５時までとし、１人当たりが受けられるサービスの回数は、１月に２回ま

でとしております。ただし、人工透析治療を目的に通院する方については、

医師の指定した日に透析治療を受ける必要があるため、土曜日や祝日にも

サービスを実施しているほか、月の利用制限も設けておりません。また、年

末年始についても、通常は１２月２９日から１月３日までの６日間運行を休
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止しているところ、透析患者の方については、１２月３１日から１月２日ま

で３日間のみ休止とし、透析治療に支障を来さないよう特に配慮しながら支

援してきたところであります。これまで、透析患者の方の年末年始の治療

は、親族や介護タクシー等による通院あるいは入院により行っていただいて

おりましたが、通院費等が高額となり、経済的負担が大きいという声が寄せ

られていることから、令和５年度に、アンケート調査等により、透析患者の

方からの意見を聞く機会を設け、委託先の社会福祉協議会とも協議しなが

ら、必要な運用改善、またはその他の福祉サービスによる支援を検討してま

いりたいと考えております。 

 続きまして、子育て支援策についてお答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、町では様々な子育て支援を実施しており、秋田県内

の住み続けたい街ランキングで１位に選ばれたことは大変喜ばしいことと存

じております。さらなる支援策の充実につきましては、施政方針でも述べた

とおり、国が６月に策定する骨太の方針において大枠が示されることとなっ

ておりますので、その内容を見極めた上で、学校給食費の無償化の実施時期

なども含めた子育て支援策を再構築してまいりたいと考えておりますので、

ご理解をお願いいたします。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 当局の答弁が終わりました。 

 場内換気のため暫時休憩します。 

 再開は１１時１０分とします。 

  

     午前１０時５８分  休 憩 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

      午前１１時０９分  再 開 

 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ９番の再質問を許します。９番。 

９番 （ 伊藤千作 ） 

 再質問ですが、まず最初に、透析通院バスについて。 

 町長いろいろ答弁されておりますけれども、外出支援サービス事業実施要

綱の中で、第６条の中ではこういうふうにうたっておりますよね。町長さっ

き言いましたけれども、原則として月曜日から土曜日まで、祝日及び年末年

始を除く。ただし、第３条第４項に該当する者に対しては、祝日においても

サービスを実施できるものとする。第３条第４号というのは、人工透析治療

を目的に通院する者というふうな方であります。ですから、今も透析の皆さ

んには、休日もこれに該当するということでサービスはやっていると思いま

す。ただ、正月の、今回でいうと２日間、１２月３１日と１月２日。１２月

３１日は土曜日、１月１日は日曜日、日曜日ですから病院も休みだからこれ
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は該当しないんです。１月２日が月曜日。この２日間が該当するんですよ。

ここを何とかすれば、町として何とかすれば透析患者の皆さんは助かるんで

す。今でも透析の皆さんは大変社協のバス運行してもらってありがたいと、

こういうふうに感謝感激しているんですよ。これをもう１押しして、ここに

正月の運行もこれをするというふうな状況をちょっと変えてやればできるん

じゃないですか。町長、政治家としてね、政治家として、やっぱり町民の

ね、困った人を見捨てない、こういう立場でやっぱり政治家としてやっぱり

行政に当たるべきだと思うんです。一人の不幸も見逃さない、こういう立場

でやっぱりきちっと考えていくべきだと私は思います。 

 そして、担当課の皆さんも血の通ったサービス、こういうことを常に念頭

に置いて考えていく。今までも、社協の福祉、皆さんさっき繰り返すよう

に、非常にありがたく感謝しているんです。そこに一つの曇りの点が出てき

たので今問題になっているんですけれども、これを解決してやれば、ますま

すやっぱり担当課はすばらしいというふうなことになります。何でもかんで

もやっぱりね、弱い人の立場、困っている人の立場を最優先で考えていく。

こういうことで行政としては当たっていく。町長は政治家として、常にそう

いう立場でものを考えていくということが私は必要だと思います。熱い心で

対処していくというふうなことが必要だと思うんです。 

 ですから、今回のこの、さっき町長答弁でアンケートをもって見直しを

行っていく、検討していくというふうに言いました。ここをやっぱりきちん

と前進する方向で考えてもらいたい。そこを明確にしてもらいたい。どうで

すか。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 福祉課長。 

福祉課長 （ 清水 真 ） 

 お答えいたします。 

 この外出支援サービスでございますが、合併前の旧３町のサービスを引き

継いで合併時から実施してまいりました。それで、年末年始につきまして

は、車両の運行主体であります社会福祉協議会の休日、つまり現在でいきま

すと１２月２９日から１月３日までの６日間は原則運休としてきたところで

ございます。しかしながら、透析患者さんにつきましては、その間も透析が

必要でございまして、利用者の方からも、できればその間も運行していただ

けないかという要望もございまして、令和元年度から、透析患者さんにつき

ましては、６日の年末年始の休日を、１２月３１日、１月１日、２日と３日

間に短縮をしまして、透析治療にあまり支障のないように運行の改善を図っ

たところでございます。しかしながら、その３日間においても、中には透析

が必要となる方がいる、そういう状況でございますので、先ほど町長が答弁

いたしましたとおり、利用者の方のご意見、あるいは運行主体であります社

会福祉協議会の管理体制、そういったものも総合的に踏まえまして、何か支

援の方策というものを検討できればというふうに思っております。 
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議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ９番。 

９番 （ 伊藤千作 ） 

 ぜひ検討を加えてください。 

 それで、私ちょっと提案したいんだけれども、アンケートを取って、必要

なところではそういうふうな対応をしていくというほうに検討してくださ

い。 

 今後、この措置に対してどういうことを考えていったらいいのかというこ

とで、私提案したいと思うんですけれども、要するに、今回は透析は休みな

のが２日間だけでありました。それから、特別年末年始の理由で万一欠員が

あると確認された場合は、多分補充員を確保していく。運転手さんとかそう

いう方々のですよ。それをやっぱり今から考えていく。そして、その不足人

員の補充は、やっぱり今臨時を募集するとか、そういうことでその期間に余

裕を見て事前に対策を今から考えていくというふうなことをぜひやってもら

いたいと思うんです。運行対象人数は、透析患者全員ではなく、社会福祉協

議会の利用者のみが対象とするということで限られるので、現在の利用対象

者を、冬季に増えるということを考慮しても、現在の３台、総数で１８名で

運行しているとの情報ですけれども、これを、ふだんは透析患者以外も含ま

れておりますので、車５台で運行していると聞いております。運転手の休暇

取得を考慮しても、車５台に対して７名確保しているので十分足りていると

いうふうにも聞いております。ですから、今後、高齢化が予想されることな

どから、体調管理、免許の返納など、車の運転など自力で通院することはよ

り困難になることも想定されます。 

 参考までに、二ツ井では既にやっておりますので、それらも参考にしなが

ら、事前に、町としては、社会福祉協議会としては、ぜひやる方向で対策を

今から考えていくというふうなことで、ぜひその方向で考えて、透析患者の

皆さんに不便がならないようなことを今から考えて実施してほしいと思いま

すけれども、いかがでしょうか。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 福祉課長。 

福祉課長 （ 清水 真 ） 

 お答えいたします。 

 ただいま議員おっしゃられたこと、参考にさせていただきながら検討した

いと思いますが、まず、現在福祉車両５台ございまして、透析患者さんの

サービスに３台充てております。それで、運転手は７名でございますけれど

も、運転手の方々の年齢も平均で７０歳近くになっておりまして、事故防止

を図りながら安全にこのサービスを続けていくためには、やはり年末年始を

含めた休暇、休息の機会も設ける必要がございます。それで、年末年始を対

応していくためには、安全を確保しながら運行していくためには、どこまで

どういった形でやれるか、そこはちょっといろいろな観点から検討する必要
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があると思います。 

 まず、通常どおりその３台をフル稼働というのはかなり厳しいかと思いま

すが、例えば、年末年始の運休日に親族の支援を受けられない、あるいは、

例えば他の手段としまして介護タクシー等の利用もあるかと思いますけれど

も、そういったものも家庭の経済事情で利用が難しい、そういった世帯もあ

ると思いますので、その部分に限定して運行する、そういったことも検討を

しなければならないかと思っております。 

 いずれ、いろいろなことを踏まえながら、何らかの支援の方策を見出して

まいりたいというふうに思っておりますので、ご理解賜りますようよろしく

お願いいたします。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ９番。 

９番 （ 伊藤千作 ） 

 ぜひ、善処方向になるように検討してください。 

 今もちょっと答弁に出てきましたけれども、例えば、さっき町長答弁で

は、何か入院してあった人もいてあったような云々かんぬんというふうなこ

とが言いましたけれども、入院または介護タクシー、介護タクシーなんてい

うのは物すごい料金がかさむわけで、とてもじゃないけれども通常のこうい

う方々が利用するのでは頼めない。ましてや、空いているかどうかも分から

ない。そういう状況ですので、介護タクシーとか、入院する病院を探せと

かっていうのは、それは酷です。そういうのをやるんだったら、担当課のと

ころで病院を探し、介護タクシーも探して、ちゃんとこれくらいのこれがあ

りますよと、料金は発生しませんよとか、そういうことをちゃんと準備した

上でそういうことをやらないと駄目だと思うんです。それでない限りはやっ

ぱり通院バスを、支援サービスをきちっと準備して、そういう方々がちゃん

と治療を受けられるような万全な対策をやっぱりきちっと立ててもらいたい

というふうに思いますので、町長、担当の職員も担当課も言っていますの

で、アンケートをやって前進方向できちんとやると、もう１回答弁してくだ

さい。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 お答えをいたします。 

 先ほど福祉課長からも申し上げましたとおりであります。いろんな事情は

あると思いますが、前向きに検討させていただきます。年末年始まで少し時

間がありますので、いろんな意見、そして調整等々必要だと思いますので、

そのあたりをしっかりクリアした上で、透析患者の方々に寄り添った運行を

ちょっと目指していきたいなと思ってますので、ぜひご理解をお願いしま

す。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 
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 ９番。 

９番 （ 伊藤千作 ） 

 ぜひ、今年の年末はこういう方々がきちんと透析できるような、そういう

運行をぜひとも考えてくださるよう申し入れておきます。 

 それはそれで終わります。 

 次に、子育て支援策でありますけれども、私何点かこれからのことについ

て言いましたけれども、その中で、町長の公約として述べております学校給

食の無償化、無料化、これは私昨年の６月の議会でも町長に質問をしており

ます。そのときの町長の答弁は、中学校の統合時に学校給食の無償化も検討

していくというふうなことでありました。統合というと今から何年後です

か。３年、令和８年、今５年ですから３年後というふうなことになります。

当時、町長は公約で、新聞等でも学校給食費の無償化を検討するとばあっと

打ち上げたものだから、私はあれを見て、すぐにでもやるんだなと思って質

問したら、そういう答弁であった。中学校統合時というふうなことでありま

した。今回も町長が行政報告の中で、先ほど答弁ありましたけれども、学校

給食費の無料化について検討していくというふうなことでありました。 

 町長、何で公約であるならば時期をばっと言わないんですか。例えば、来

年の当初でやると、始めますとかって、公約だったらびしっと言ったらどう

ですか。何か、この間も私の答弁に対しては３年後だとか、何かはっきりし

ないんだよね。公約であるならば、こういうことで来年の当初からやりま

す、あるいはこの１０月から導入しますというふうなことで、明確にしたほ

うがいいと思いますよ。でないと、いつまでやるんだろう、何か公約にし

たって公約になっていないなあというふうに私なんか思うんですよ。ですか

ら、公約をして、いついつまでやります、その上で、そこに向けて庁内で検

討していったらいいじゃないですか。逆だもの。逆なんですよ。この公約を

やるために庁内で検討して、何月にやるとかこれから考えます、駄目なんで

すって。来年の例えば当初でやりますと言って打ち上げて、そしてやるため

にいろいろ検討していくっていうことをやったらどうですか。明確にして

あって検討していくという、これですよこれ。町長、そういう方向で考えた

らどうですか。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 大変厳しいご指摘ありがとうございます。 

 先ほども答弁申し上げましたとおり、今６月に国の子育て、いわゆる異次

元のと言われているぐらいの子育て政策が打ち出されると私は期待しており

ます。その中で、町として骨太の方針を補完する意味でもいろんな政策がま

た考えられるのではないかと考えております。それを見ながら、町として子

育て支援を拡充する意味で再構築という言葉を使わせていただきました。６

月の国の方針を１回見させていただいてからはっきりとやっていきたいなと
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思っていますので、ぜひもう少し時間をいただければありがたいと思いま

す。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ９番。 

９番 （ 伊藤千作 ） 

 いや本当、逆です。逆。さっき言ったように、時期を明示して検討すると

いうふうなことでやっぱり進まないと、いつまでたったって、やれる保証は

これあるのかなと思ったりするわけです。 

 ちょっとそれますけれども、ランドセルのプレゼントっていうのは、旧琴

丘町時代に、今から３０数年前に初当選したときの６月議会で私提案したん

です。当時の町長は工藤正吉町長でした。そのときはうんともすんとも言わ

なかったんですけれども、改めて１２月にこのことを取り上げたら、じゃあ

来年４月からやりますって、私答弁聞いてびっくりしたぐらい明確にしたん

です。ですから、私、町長、そうではないと思うんだけれども、誰が何と言

おうがいいものはいいというふうなことで取り上げてやるということ。これ

みたいな、懐が深いなとつくづく思いました。そして、佐藤亮一町長は住宅

リフォーム、これ私何回もやって、そしたら住宅リフォームやるって名言し

たんですよ。そのときは、横手市が若干県内で１番目、２番目がこの三種町

でやったんです。もうちょっと早ければ三種町がトップだったんだけれど

も、その後に県がやり出したんですよ、県がやるって言って。三種町がや

るって言った後に県がやり出した。そして今全県に広がって、やっていない

ところはないでしょう。そういうことなんです。前の三浦町長は高校生の医

療費の無料化、これも私取り上げたらやりますって言ってやったんです。そ

れがもうとにかく全県に広がっていったでしょう。 

 ですから、町長、いいものだったら、公約なんだから、やるって決めて打

ち出してくださいよ。来年の４月の当初でやると明言してください。どうで

すか。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 お答えをいたします。 

 先ほど来繰り返しになりますけれども、いずれ６月、間もなくでございま

す。それをしっかり見た上で判断させていただきます。 

 いずれにしても、向くにしても向かないにしても、しっかりと回答させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ９番。 

９番 （ 伊藤千作 ） 

 学校給食はそういうことで、まず公約ですから早く明示して、ぜひ表明し

ていただきたいと思います。 
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 私そこの壇上で取り上げましたけれども、これはもう子育て支援で有名に

なっているのが兵庫県明石市なんです。全国的に有名なんです。いろんな子

育て支援を率先してやってきているところです。ここが今、国の制度である

のを先取りして、さっき言いましたように、１８歳まで児童手当、これを先

取りして導入するというふうなことを表明しております。これは、対象者が

約８，１００人で４億９，０００万円、この予算でやると。これがすごいん

だよなあ。国が本来やるべきことだが、まず明石市が先陣を切ると。これ私

こういうの好きだな。というふうなことで、やっぱりね、何て言えばいい、

政策を引っ張っていくとか、こういうことを田川町長にもぜひやってもらい

たいんだよね。これをぜひ。だから私学校給食費でばんと打ち上げてもらい

たいなと思ったんだけれども、そこもまだ慎重だもんね。どう思いますか、

この今の明石市の児童手当については。町長、どう思っていますか。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 お答えをいたします。 

 繰り返しになるんですけれども、６月の国の方針をちょっと見させていた

だきたいなというのがまず本音であります。いずれ多分国でやる部分はかな

り広範囲になるので限定的な部分もあると思います。それを見ながら、町と

してしっかりと、さらに子育て世代の支援になるような方策を考えていきた

いと、このように考えております。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ９番。 

９番 （ 伊藤千作 ） 

 私壇上でも言いましたように、三種町がこの間頑張ってきたおかげでとい

うか、アンケートで住み続けたい街ナンバーワン、秋田県で。これはすばら

しいことですよね。これは皆さんご承知のように、「いい部屋ネットで探そ

う」のＣＭで知られる大東建託がアンケートをやったんだよね。この中での

住み続けたい街、秋田県の３位が美郷、２位が秋田市、トップが三種町だっ

たと。すばらしいことじゃないですか。自然豊かでゆったりしているとか、

住み慣れていて安心感があるとか、あるいは高校生まで医療費が無料だとい

うふうなことなど等々で三種町がトップになったというふうなことでありま

すので、ぜひこの名に恥じないように、今後とも三種町が断トツトップにな

るようにいろんな施策を考えて、町長行ってもらいたいと思いますけれど

も、その中、一番考えているのは、今、町長、給食費ですか。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 お答えをいたします。 

 確かに、昨年の当選後に給食費の無償化については触れさせていただきま
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した。ただ、昨年の７月に「みっしゅ」がオープンして、そういう意味では

母子保健から子育て福祉、そういうところまでしっかりとした拠点ができて

おります。昨年、これまで大変好評だということは先ほど伊藤議員からも

おっしゃっていただきまして、大変うれしく思っております。それを拠点

に、さらに子育て支援策、そういうところを拡充するため、担当ともしっか

りと協議をして、子育て、給食費無料だけではなくて、子育て施策全般に対

してしっかりと取り組んでいきたいと、このように考えております。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ９番。 

９番 （ 伊藤千作 ） 

 去年の私この６月議会で質問した当時は、学校給食の無料化を打ち出した

のは全国７６自治体ということで言いました。ところが今は１２月現在で２

５４にも増えている。もう圧倒的にぱっぱっぱっと増えていっているんです

よね。これも、ただ我々の町村だけでないんです。青森市とか、市段階で

も。今東京あたりでもう区段階であちこちでやるところが増えてきています

よね。ですから、学校給食費がもうやるところはただ珍しくない状況に今な

ろうとしております。ですから、町長、乗り遅れないように、早めにちょっ

と表明してくださいよ。 

 それを要望しながら、これで終わりたいと思います。 

 以上です。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ９番、伊藤千作議員の一般質問を終わります。 

 これで一般質問を終わります。 

 日程第２．議案第２号「令和４年度三種町一般会計予算の補正について」

を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ８番。 

８番 （ 森山大輔 ） 

 そうしますと、一般会計補正予算書５ページの歳出合計のところで質問い

たします。 

 令和４年度一般会計、最終的に３億５，０００万ほど歳出のほう余ってい

る、予算が余っている状態にあるんですけれども、この町は人口減少の問題

を筆頭に今解決しなければいけない問題が多々あると認識しております。 

 これだけの予算があれば、かなりの対策が、事業が打てたんではないかと

思いますけれども、来年以降こういった予算の余裕があるのであれば、あま

りそこ余裕を積んで、いずれ基金のほうに積み立てるという形ではなく、有

効に活用して、今このタイミングで解決すべき問題をしっかり解決してい

く、そういうことが必要ではないかと思いますけれども、町長のご見解を伺

います。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 
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 総務課長。 

総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 お答えいたします。 

 ４年度の３月補正につきましては、剰余額があるということで減額補正さ

せていただいております。 

 ５年度事業につきましては、５年度当初予算で見ておりまして、それでも

歳入不足が生じているところでございます。基金を取り崩すのが５億円ほど

見ておりますので、４年度の決算をもちまして５年度へ繰越しという形に

なって調整されていくことになります。５年度は５年度の事業で見ておりま

すので、その点はご理解をお願いいたします。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ８番。 

８番 （ 森山大輔 ） 

 この予算の余っている状況なんですけれども、令和４年度のみではなくて

ここ何年間か継続している状況かなと思います。そのあたりちょっと令和５

年度予算で全て使うということで組まれておりますけれども、このあたり考

えてしっかり、せっかく予算があるのであれば生かして、しっかり事業を

打って、特に子育て等の少子化対策にはしっかり力を入れていっていただき

たいなと思います。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 総務課長。 

総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 お答えいたします。 

 予算が余ったという表現でございますけれども、事業費を見て、全部その

まま使うということは予算上不可能なことでございまして、事業遂行上、ま

ずこの減額で収まったという考えで解釈していただければ助かりますが、先

ほど申し上げたとおり、今年度は５年度の予算で、まず収入不足ということ

で、財調基金を５億円ほど見ておりますので、その後決算を見ながら、調整

していくことになります。 

 現段階では、財政調整基金は減額に転じるという形で見ておりますので、

その点ご理解お願いいたします。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ８番。 

８番 （ 森山大輔 ） 

 当然全て使い切るというわけにいかないということは理解しております。

ただ、ここ何年間か常に基金のほうに積み立てる状況続いていたと理解して

おりますので、こういう質問をさせていただいております。 

 それだけのお金があれば、タイミングよく使っていかないと生きてこない

ということもあると思いますので、特にこの人口減少の問題等は、いずれ先

になってから対策をしても遅いと、今このタイミングで使うべきお金はしっ
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かりと使って、せっかく余力がある部分があるのであれば、そういったもの

にあてがって、やっていただければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ほかに質疑ありませんか。１０番、清水議員。 

１０番 （ 清水欣也 ） 

 今森山議員とちょっと重なる部分もあるかもしれません。まず一つは、１

５ページちょっと開いてください。 

 単純な質問になるかと思います。民生費国庫補助金の社会福祉費補助金の

子育て世帯臨時特別支援事業費４，０００万の三角になりました。これは、

これに対応する歳出というのは、住民税非課税世帯等臨時対策特別給付金と

いう、３１ページをご覧ください。 

 その下の一番下の今言った給付金、これにこれが対応歳出になるわけです

けれども、ここで単純な疑問がちょっと浮かんだので、今質問をするんです

けれども、この４，０００万というのは、これ世帯ですか。世帯であれば何

世帯に当たるんですかね。 

 それから、これ子供じゃないですね。子育て世帯だ。子育て世帯の世帯数

にすれば、どれくらいに当たりますか、この４，０００万というのは。これ

１世帯１０万でしたっけ、５万円でしたっけ。 

 というのは、５万円だとすれば４，０００万割る５万円だとすれば、もう

すごい世帯数になるわけですね。これ非課税世帯だって４，０００万減額す

る、把握できないもんだろうかと最初から、という素朴な疑問であります。 

 ４，０００万円割る１０万円と言えば何ぼでしたっけ。４００世帯か、

４，０００世帯かという把握がこれできないもんかなと、そういう単純な質

問なんですよ。 

 つまり今、森山さんが言った話にかぶせて言いますと、ちゃんと積算して

いるのかなと、そういうことになりますね。 

 こういうことがありました。町長の行政報告、施政方針で、華々しく私は

今度これでこのぐらい補助金を出して、こうやるんだと当初で花火を上げる

わけですよ。ところが、今頃になってその数字は半分ぐらいになる場合もあ

る。その話は絶対しないわけですよ。当初で華々しくアドバルーンを上げる

けれども、ポシャってしまった話は一切しないという、今、田川町長がそう

しているという話じゃないですよ。そういうことの危険性が非常にあるわ

け。 

 だから、歳出で何ぼやったって、今頃になってがあんと補正して、そうい

うケースがあるというか。例えば今の４，０００万割る１０万か５万は分か

りませんけれども、そうすればこれ結構大きな数字ですよね。それも把握で

きなかったのかと、こういうような話になっていくわけです。それでは、こ

れは誰が答弁してくれるんでしょう。総務課長やる。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 
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 福祉課長が答弁します。福祉課長。 

福祉課長 

 

（ 清水 真 ） 

 お答えいたします。 

 社会福祉費補助金子育て世帯等臨時特別支援事業費の４，０７３万５，０

００円の件でございますけれども、まずこの臨時特別給付金でございますけ

れども、事業の趣旨といたしましては、新型コロナウイルスの影響が長期化

する中で、低所得世帯の生活、暮らしを支援するための給付金でございまし

て、それで住民税非課税世帯、それからこれと同様の状況にある家計急変世

帯を対象に、１世帯当たり１０万円を給付するという、そういう事業内容で

ございました。 

 令和４年度の実施に当たりまして、見込みにより４００世帯の給付に係る

事業費ということで４，０７３万５，０００円を、昨年の６月に補正計上し

ていたところでございます。 

 ところで、この給付金でございますが、令和３年度にも実施してございま

して、申請期限が令和４年度中にまたぐ関係で、事業費等８，５３８万円を

令和４年度のほうに繰り越ししてございました。行政報告でご報告しました

とおり、今年度の支給対象は２８４世帯、支給総額では２，８４０万円でご

ざいますけれども、その予算執行につきまして令和３年度の繰越財源を優先

して充てるように、国のほうから指示がございました。 

 その結果としまして、今年度の事業費等の全額を令和３年度の繰越財源の

ほうで賄うことができましたことから、昨年の６月に補正計上しました４，

０７３万５，０００円の全額が不用となりまして、今回増額させていただい

たものでございます。 

 なお、先ほど清水議員のほうから、対象世帯の見込みについてお話がござ

いましたけれども、令和３年度、それから令和４年度のいずれにおきまして

も、予算取りの段階で対象世帯を完全にまず把握するということはできませ

んでした。 

 特に、住民税非課税世帯ではなくて、それと同様の状況にある家計急変世

帯につきましては、町でどの程度その対象世帯があるのかというのは、予測

できません。そのため予算取りはかなり余裕を持った形でやった関係で、こ

のような形になったということで、ご理解願いたいというふうに思います。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 １０番。 

１０番 （ 清水欣也 ） 

 何だかんだ理由を述べますけれども、４００世帯がそれを把握できないと

いうのは、ちょっと私としては考えられませんね。システムがちゃんとある

んだから。 

 次に入ります。 

 １８ページからの２０款繰入金であります。３億１，０００万の減額であ

ります。この３億１，０００万の減額が多い、少ないかというのを、これは
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それぞれ論があると思いますけれども、つまりこれは、この繰入金はあちら

こちらみんな歳出にばらまいてるわけですよ、財源として。それの減額を、

余ったものをさらにみんな集めたら３億１，０００万になったという話なん

です。 

 それで、総務課長にお聞きしたいのは、この３億１，０００万の減額とい

うのは、これは適当な線なのかどうかという話ですよ。これ今年特に多いん

じゃないかと。これ、結局基金に返すんでしょう、戻すんだよ。基金に戻る

わけよ。 

 だから、そういう意味で、繰入の積算というのかな、歳出の積算が３億

１，０００万円を余計であったという理屈になるわけですから、それがこの

数字が町として適当だと思っているのかな。それはやむを得ないと思ってい

るのかな。毎年こうだからいいべとこういうふうに思っているのかな、そこ

のあたりちょっと聞かせていただけませんか。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 総務課長。 

総務課長 

 

（ 石井靖紀 ） 

 お答えいたします。 

 基金、財調基金の取崩しに関しましては、歳入歳出のバランスというか一

般財源の不足分を取り崩すことになっておりまして、それを計上しておりま

したが、３月で事業費の確定等により、歳出も減額となっております。 

 それで、歳入も減額なっておりますが、そのバランスを取って３億４００

万の減額ということになっておりますが、それでもまだ取崩しは４億８，０

００万が必要だという予算ということなっておりますので、最終的には今の

ところ３億８，０００万が最終的に不足すると。積立ても計上しております

ので、その差額が３億８，６００万ほどになるということに決算見込みでご

ざいます。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 １０番。 

１０番 （ 清水欣也 ） 

 仕組みは分かります。私が聞いているのは、こういうふうにして予算残が

余る。結局その財源はほとんど基金だということで、それは分かりますけれ

ども、こういう減額、もっと言い方をすれば３億５，０００万全体で町が

余ったわけだけれども、この３億５，０００万の歳出減というのは、これは

いつもこのようにやって、適切な執行であったと思いますかと聞いてるんで

すよ。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 総務課長。 

総務課長 

 

（ 石井靖紀 ） 

 お答えいたします。 

 ということになれば、先ほどからちょっとおっしゃられております事業費
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の見込みになってくると思いますが、それについてはそれぞれ各課で事情が

あって確定により減額しておりますので、適当か適当でないかと言われれ

ば、一つ一つ精査する必要があると思いますが、必要で要求した予算でござ

いますので、事業確定という事情を酌んでいただければと思います。（「終

わります」の声あり） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ほかに質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第２号「令和４年度三種町一般会計予算の補正について」を採決しま

す。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第２号は原案のとおり可決され

ました。 

 日程第３．議案第３号「令和４年度三種町国民健康保険事業勘定特別会計

予算の補正について」を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第３号「令和４年度三種町国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正

について」を採決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第３号は原案のとおり可決され

ました。 
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 日程第４．議案第４号「令和４年度三種町介護保険事業勘定特別会計予算

の補正について」を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第４号「令和４年度三種町介護保険事業勘定特別会計予算の補正につ

いて」を採決します。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第４号は原案のとおり可決され

ました。 

 日程第５．議案第５号「令和４年度三種町介護サービス事業勘定特別会計

予算の補正について」を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第５号「令和４年度三種町介護サービス事業勘定特別会計予算の補正

について」を採決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第５号は原案のとおり可決され

ました。 

 日程第６．議案第６号「令和４年度三種町温泉事業特別会計予算の補正に

ついて」を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
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議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第６号「令和４年度三種町温泉事業特別会計予算の補正について」を

採決します。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第６号は原案のとおり可決され

ました。 

 日程第７．議案第７号「令和４年度三種町水道事業会計予算の補正につい

て」を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第７号「令和４年度三種町水道事業会計予算の補正について」を採決

します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第７号は原案のとおり可決され

ました。 

 日程第８．議案第８号「令和４年度三種町下水道事業会計予算の補正につ

いて」を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 



- 134 - 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第８号「令和４年度三種町下水道事業会計予算の補正について」を採

決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第８号は原案のとおり可決され

ました。 

 昼食のため、午後１時まで休憩とします。 

  

     午後０時０２分  休 憩 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

      午後１時００分  再 開 

 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第９．議案第９号「三種町個人情報保護法施行条例の制定について」

を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第９号「三種町個人情報保護法施行条例の制定について」を採決しま

す。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第９号は原案のとおり可決され

ました。 

 日程第１０．議案第１０号「三種町情報公開・個人情報保護審査会条例の

一部改正について」を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
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議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第１０号「三種町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正につ

いて」を採決します。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１０号は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１１．議案第１１号「三種町手数料徴収条例の一部改正について」 

を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第１１号「三種町手数料徴収条例の一部改正について」を採決しま

す。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１１号は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１２．議案第１２号「三種町国民健康保険条例の一部改正につい

て」を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 
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   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第１２号「三種町国民健康保険条例の一部改正について」を採決しま

す。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１２号は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１３．議案第１３号「三種町火葬場条例の一部改正について」を議

題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第１３号「三種町火葬場条例の一部改正について」を採決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１３号は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１４．議案第１４号「三種町道路占用料徴収条例の一部改正につい 

て」を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第１４号「三種町道路占用料徴収条例の一部改正について」を採決し 

ます。 
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 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１４号は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１５．議案第１５号「三種町消防団員の定員、任免、給与、服務等

に関する条例の一部改正について」を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第１５号「三種町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

の一部改正について」を採決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１５号は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１６．議案第１６号「三種町国民健康保険高齢者保健福祉支援セン

ターの設置及び管理運営に関する条例の一部改正について」を議題としま

す。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第１６号「三種町国民健康保険高齢者保健福祉支援センターの設置及

び管理運営に関する条例の一部改正について」を採決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 
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 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１６号は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１７．議案第１７号「三種町生活改善センター設置条例の一部改正

について」を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第１７号「三種町生活改善センター設置条例の一部改正について」を

採決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１７号は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１８．議案第１８号「三種町空き家等の適正管理に関する条例の一

部改正について」を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第１８号「三種町空き家等の適正管理に関する条例の一部改正につい

て」を採決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１８号は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１９．議案第１９号「三種町子ども・子育て会議条例の一部改正に

ついて」を議題とします。 
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 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第１９号「三種町子ども・子育て会議条例の一部改正について」を採

決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１９号は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第２０．議案第２０号「三種町保育の必要性の認定基準に関する条例

の一部改正について」を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第２０号「三種町保育の必要性の認定基準に関する条例の一部改正に

ついて」を採決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第２０号は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第２１．議案第２１号「三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題としま

す。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 
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 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第２１号「三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部改正について」を採決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第２１号は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第２２．議案第２２号「三種町家庭的保育事業等の設置及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第２２号「三種町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について」を採決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第２２号は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第２３．議案第２３号「三種町放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
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議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第２３号「三種町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正について」を採決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第２３号は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第２４．議案第２４号「令和５年度三種町温泉事業特別会計への繰入

について」から、日程第３２．議案第３２号「令和５年度三種町下水道事業

会計について」までを一括議題といたします。 

 初めに、予算特別委員長より審査報告を求めます。予算特別委員長。 

予算特別

委員長 

（ 堺谷直樹 ） 

 予算特別委員会に審査を付託された令和５年度当初予算議案については、

３月８日及び１５日に審査を行いましたので、その結果を報告します。 

 議案第２４号「令和５年度三種町温泉事業特別会計の繰入」についてか

ら、議案第３２号「令和５年度三種町下水道事業会計予算について」までの

９議案については、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 なお、本委員会は、議案第２５号に対し、次の意見を付すこととしまし

た。 

 １、定住対策事業の質疑において、空き家バンクに登録されている入居可

能な物件が少なく、定住を希望される方の受皿がないという、いわゆる住む

ところ問題が顕在化した。当該事業の執行に並行して、自治会と空き家情報

の共有化を図り、さらには全庁を横断した居住施策体系の構築に努められた

い。 

 ２、浜口畑地かんがい地区の遊休農地が増加しているため、土地改良区や

農業再生協議会、農業協同組合等の関係団体と連携しながら、畑地再生、荒

廃解消の取組を強化し、また畑地における農業振興事業についても検討され

たい。 

 以上で、審査報告を終わります。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 予算特別委員会の審査報告を終わります。 

 次に、少数意見の報告を行います。９番、伊藤議員。 

９番 （ 伊藤千作 ） 

 予算特別委員会において留保した意見について報告します。 

 議案第２５号「令和５年度三種町一般会計予算について」 

 １、統合中学校建設工事実施設計業務については、基本設計において全体

像が見えない、校地が狭いなどの問題点が多いため、もう少し精査すべきで

ある。 
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 ２、外出支援サービス業務については、透析患者の命を守るため、委託先

の社会福祉協議会が年末年始も通院バスを運行できるよう、見直すべきであ

る。 

 以上で、報告を終わります。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 以上で、少数意見の報告を終わります。 

 次に、議案第２５号「令和５年度三種町一般会計予算について」に対して

は、森山大輔議員ほか１人からお手元に配りました修正の動議が提出されて

います。 

 提出者の説明を求めます。８番、森山議員。 

８番 （ 森山大輔 ） 

 それでは、修正動議の提案理由を説明いたします。 

 統合中学校建設は、本町にとってまさに１００年の大計であり、狭い校地

に無理に建設するべきではありません。たとえ造成し直してでも、広い校地

を確保し、本町の一番の宝である子供たちの未来を育むことのできる理想的

な学校を総合的に整備するべきであります。 

 そのためには、拙速に実施設計を進めるのではなく、施設全般にわたる整

備の再検討を行う必要があります。 

 以上です。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 森山大輔議員の提案理由の説明を終わります。 

 それでは、議案第２４号「令和５年度三種町温泉事業特別会計への繰入に

ついて」を採決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第２４号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第２５号「令和５年度三種町一般会計予算について」に対して

は、修正の動議が提出されています。 

 よって、修正案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 次に、修正案に対する討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第２５号「令和５年度三種町一般会計予算について」に対して提出さ
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れた修正案について、起立によって採決します。 

 なお、起立しない場合は、修正案に反対とみなします。 

 本修正案に賛成の方の起立を求めます。 

   （ 賛成者起立 ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご着席ください。 

 暫時休憩します。 

  

     午後１時２２分  休 憩 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

      午後１時３１分  再 開 

 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 会議を再開します。 

 可否の確認ができないため、投票により再度採決を行います。 

 この表決は記名投票にて行います。 

 ただいまの出席議員数は１５人です。 

 投票用紙を配ります。 

   （ 投票用紙配付 ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ありませんね。配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

   （ 投票箱点検 ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 異常なしと認めます。 

 念のために申し上げます。投票は修正案に賛成の方はマルと、反対の方は

バツと、また自身の名前も記載してください。 

 なお、白票は反対とみなします。 

 念のためにもう一度申し上げます。箱の中にマルと自身の名前を書いてく

ださい。どちらも箱の中にお願いします。 

 もう一度申し上げます。この修正案に賛成の方はマル、反対の方はバツ、

そして自分の名前も記名してください。枠の中に自分の名前とマルまたはバ

ツを書いてください。 

 念のためですが、自分の名前が記名されていないと無効になってしまいま

すので、ご確認ください。 

   （ 記載状況を確認 ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 
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 ただいまから投票を行います。 

 １番議員から順番に投票願います。 

   （ 投 票 ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 投票漏れはありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

 立会人には、会議規則第３１条第２項の規定により、１番、畠山勝巳議員

及び２番、三浦 敦議員を指名します。 

 １番議員及び２番議員は投票箱の前にお願いします。 

   （ 開 票 ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 投票の結果を報告します。 

 投票総数１４票、有効投票１４票、無効投票はゼロ票です。 

 有効投票のうち、賛成 ７票 

         反対 ７票です。 

 以上のとおり、投票の結果、可否同数です。 

 よって、地方自治法第１１６条第１項の規定により、議長が本修正案に対

して裁決します。 

 本修正案については、議長は可決と裁決します。 

 よって、議案第２５号の修正案は可決されました。 

 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決します。 

 お諮りします。修正議決にした部分を除く部分について、原案のとおり決

定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、修正議決した部分を除く部分は原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第２６号「令和５年度三種町国民健康保険事業勘定特別会計予

算について」から議案第３２号「令和５年度三種町下水道事業会計予算につ

いて」までを一括して採決します。 

 本７件を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第２６号から議案第３２号まで

の７件は原案のとおり可決されました。 

 日程第３３．陳情第１号「「最低賃金の改善を求める意見書」の採択を求
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める陳情書」から日程第３７．発委第２号「「特定商取引法平成２８年改正

における５年後見直しに基づく同法の抜本的改正」を求める意見書につい

て」までを一括議題とします。 

 陳情付託委員会より審査報告及び説明を求めます。産業建設委員長。 

産業建設

常任委員

長 

（ 高橋 満 ） 

 それでは、産業建設常任委員会に付託されました陳情について、３月８日

審査を行いましたので、その結果を報告いたします。 

 陳情１号「「最低賃金の改善を求める意見書」の採択を求める陳情書」に

ついては、最低賃金の引上げ等の願意は理解できるが、全国一律最低賃金制

度の実現には、地域の実情に配慮した協議が必要と判断し、趣旨採択とすべ

きと決定いたしました。 

 陳情２「最低賃金の改善にあたり、「中小企業・零細企業支援の拡充を求

める意見書」の採択を求める陳情書」については、願意等妥当であると判断

し、採択すべきものと決定しました。 

 陳情３「消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的改正を求

める陳情書」については、願意等妥当であると判断し、採択すべきものと決

定いたしました。 

 なお、当該陳情の趣旨の実現を図るため、発委第１号「最低賃金の改善に

あたり中小企業・零細企業支援の拡充を求める意見書について」、発委第２

号「「特定商取引法平成２８年改正における５年後見直しに基づく同法の抜

本的改正」を求める意見書について」を提出しますので、ご審議くださるよ

うお願い申し上げます。 

 以上で、陳情審査報告を終わります。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 産業建設委員長の報告を終わります。 

 ただいまの報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 以上で、産業建設常任委員会の審査報告を終わります。 

 初めに、陳情第１号を議題とします。 

 これより討論を行います。 

 討論は、討論相互の原則によって行います。 

 本件に対する委員長報告は趣旨採択ですので、原案に賛成者の発言を許し

ます。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 陳情第１号「「最低賃金の改善を求める意見書」の採択を求める陳情書」
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を採決します。 

 まず、本件に対する委員長報告の趣旨採択について、起立によって採決し

ます。 

 なお、起立しない場合は、趣旨採択に反対とみなします。 

 本件を趣旨採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 

   （ 賛成者起立 ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご着席ください。 

 起立多数です。 

 よって、陳情第１号は趣旨採択とすることに決定しました。 

 次に、陳情第２号を議題とします。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 陳情第２号「最低賃金の改善にあたり、「中小企業・零細企業支援の拡大

を求める意見書」の採択を求める陳情書」を採決します。 

 本件に対する委員長報告は採択です。 

 本件を委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、陳情第２号は委員長報告のとおり採

決することに決定しました。 

 次に、陳情第３号を議題とします。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 陳情第３号「消費者被害を防止、救済するための特定商取引法の抜本的改

正を求める陳情書」を採決します。 

 本件に対する委員長報告は採択です。 

 本件を委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、陳情第３号は委員長報告のとおり採

択することに決定しました。 

 次に、発委第１号を議題とします。 

 これより討論を行います。 
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 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 発委第１号「最低賃金の改善にあたり中小企業・零細企業支援の拡充を求

める意見書について」を採決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、発委第１号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、発委第２号を議題とします。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 発委第２号「「特定商取引法平成２８年改正における５年後見直しに基づ

く同法の抜本的改正」を求める意見書について」を採決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、発委第２号は原案のとおり可決され

ました。 

 日程第３８．発委第３号「三種町議会の個人情報の保護に関する条例の制

定について」を議題とします。 

 議会運営委員長より提案理由の説明を求めます。議会運営委員長。 

議会運営

委員長 

（ 清水欣也 ） 

 発委第３号についてであります。 

 三種町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、説明をいたし

ます。 

 令和３年に改正されました個人情報の保護に関する法律においては、地方

公共団体の議会については、適用が除外されているわけでありますけれど

も、個人情報の取扱いについては執行機関と差が生まれないように、三種町

議会として、規律を設けるため地方自治法第１０９条第６項及び第７項の規

定によって、本議案を提出し、議会の議決を求めるものであります。 

 どうかよろしくご審議のほどお願いいたします。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 議会運営委員長の提案理由の説明を終わります。 

 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 
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   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 議会運営委員長は自席へお戻りください。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 発委第３号「三種町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について」

を採決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、発委第３号は原案のとおり可決され

ました。 

 日程第３９．議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配付しましたとおり派

遣したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議員派遣の件は、お手元に配付しま

したとおり派遣することに決定しました。 

 日程第４０．閉会中の継続審査の件を議題とします。 

 各委員長から、委員会において調査中の事件について、会議規則第７４条

の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査

の申出があります。 

 お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすること

にご異議ございませんか。  

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、各委員長から申出のとおり、閉会中

の継続審査とすることに決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日の会議を閉じます。 

 閉会前ですので、その場で少々お待ちください。 

 ここで、町長より発言を求められておりますので、これを許可します。町

長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 令和５年３月議会定例会の閉会に当たりまして、一言、ご挨拶申し上げま
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す。 

 大変長時間のご審議ありがとうございました。 

 施政方針でも申し上げましたが、町では令和５年度から２０５０年カーボ

ンニュートラルの実現に向け取り組むこととしており、今後の目指す姿を定

め、具体的な施策を検討、推進するため、ここに「三種町２０５０年カーボ

ンニュートラル」を宣言いたします。 

 三種町２０５０年カーボンニュートラル宣言 

 私たちは、広大な自然環境から多くの恵みを受けて生活していますが、近

年は地球温暖化が原因と考えられる気候変動により、自然災害が頻発し、生

態系や人々の生活に甚大な被害を受けています。 

 地球温暖化は世界共通の課題であり、２０１５年にはパリ協定で世界の平

均気温の上昇を抑える目標が掲げられ、日本では２０２０年１０月に、菅首

相が、２０５０カーボンニュートラルを宣言、２０２２年４月には、秋田県

知事が、秋田県２０５０年カーボンニュートラルを宣言しました。 

 我が町では、豊かな森林資源や、再生可能エネルギー施設、本町沖に予定

されている洋上風力発電などにより、日本全体の温室効果ガス削減に貢献し

ていますが、これからは身近な資源を活用したエネルギーの地産地消、農地

の保全と森林資源の再生、再生可能エネルギーの活用による地域経済の循環

等、我が町に合った脱炭素の取組により、先人から受け継がれてきた緑豊か

な大地、美しい海や田園風景を次の世代へ継承する責任があります。 

 三種町は、次代を担う子供たちが住み続けられる町であり続けるため、議

会、住民、事業者、関係団体等と行政が一丸となり、２０５０年までに二酸

化炭素の実質排出量をゼロにする三種町２０５０年カーボンニュートラルの

実現に取り組むことを宣言します。 

 ２０２３年３月１７日 三種町長 田川政幸。 

 本宣言の表明は、環境省が認定する２０５０年二酸化炭素排出実質ゼロ表

明自治体として、県内では秋田県を含む１０番目となります。 

 議員の皆様には引き続いてのご指導、ご鞭撻とお力添えを賜りますようお

願い申し上げ、３月議会定例会閉会に当たっての挨拶とさせていただきま

す。ありがとうございました。 
議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 これをもって令和５年３月三種町議会定例会を閉会します。 

 ご苦労さまでした。 

  

 

                          午後１時５８分  閉 会 
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